別記様式第１号
パブリックコメント募集シート
	施策案番号
	№72　　　

	施策案件名
	第７次豊山町行政改革大綱案

	募集期間
	令和８年２月１３日（金）から令和８年２月２７日（金）まで（必着）

	主管課・係名
	総務課　総務・財政グループ

	募集の趣旨
	本町では、行政改革の円滑な推進を図るため、第７次豊山町行政改革大綱を策定することとしました。つきましては、第７次豊山町行政改革大綱案について、ご意見を募集いたします。


意見を提出できる方
　１　町内に住所を有する方
　２　町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
　３　町内の事務所又は事業所に勤務する方
　４　町内の学校に在学する方
　５　パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方
意見の提出方法
１　窓口へ提出　役場３階１１番窓口　総務課　総務・財政グループ
　２　郵送　郵便番号４８０－０２９２（個別郵便番号：住所不要）
　　　　　愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地
　　　　　豊山町役場　総務課　宛て
３　電子メール　somu-ka@town.toyoyama.lg.jp
４　ファクス　０５６８－２９－１１７７
意見の提出にあたって
１　書式は特に定めておりませんが、氏名及び住所（団体の場合は団体名・代表者名及び所在地）と「第７次豊山町行政改革大綱案に対する意見」という件名は必ず記入してください。
２　提出していただくご意見は日本語に限ります。
３　提出していただいたご意見は施策等の策定の参考にさせていただきます。
４　提出していただいたご意見は個人情報を除き、原則として公表させていただきます。
５　提出していただいたご意見に対する個別の回答は原則としていたしません。
別記様式第２号
施策案に対する意見提出書
　豊山町パブリックコメント手続要綱第６条により、次の意見を提出します。
令和　　年　　月　　日
	氏名
（団体名及び代表者名）
	（　町内在住　・　町内勤務　・　町内在学　・　その他　）※いずれかに丸印をつけてください。

	住所（所在地）
	

	施策案番号及び名称
	施策案№（　　）
施策案の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	意見記入欄（記入しきれない場合は「別紙」としてください。）


備考
１　氏名及び住所（団体の場合は団体名・代表者名及び所在地）は必ず記入してください。
２　提出していただくご意見は日本語に限ります。
３　提出していただいたご意見は施策等の策定の参考にさせていただきます。
４　提出していただいたご意見は個人情報を除き、原則として公表させていただきます。
５　提出していただいたご意見に対する個別の回答は原則としていたしません。

